
 

 

鳥取県ふるさと産業元気な企業育成事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下 

 「規則」という。）第４条の規定に基づき、鳥取県ふるさと産業元気な企業育成事業 

 費補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、 

 必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、地域資源・経営資源を活用することにより、新商品開発、販路開 

 拓を促進し、県内ふるさと産業（因州和紙、弓浜絣、倉吉絣、陶磁器、竹工、酒造、 

 菓子、木製家具、建具、クラフト）の振興を図ることを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表１の第１欄に掲げる事業(以下「補

 助事業」という。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を

 交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表１の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象 

 経費」という｡)の額に､２分の１を乗じて得た額(別表２に定める額を限度とする。） 

 以下とする。 

  

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、知事が別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ 

 様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行 

 うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（着手届を要しない場合） 

第６条 規則第１１条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定 

 する補助事業以外のすべての補助事業に係る場合とする。 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更と 

 する。 

（１）本補助金の増額を伴うもの 

（２）補助対象経費の新商品開発能力育成等事業と販路開拓事業の間における流用のう 

 ち、いずれかの額の２０パーセントを超える増減に係るもの 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第８条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければな 

 らない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中 

 止若しくは廃止の日から２０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業の完了予定年月日の属する

年度の翌年度の４月５日 



 

 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書 

 類は、それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（財産の処分制限） 

第９条 規則第２５条第２項ただし書きの期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省 

 令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めの 

 ない財産については、知事が別に定める期間）とする。 

２ 規則第２５条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に 

 定めるもの 

３ 第５条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。 

 

（成果の企業化等） 

第１０条 補助事業者は、補助事業のうち新商品・新技術開発事業について、当該事業 

 の成果に係る企業化が生じたとき、様式第４号により知事に報告しなければならない。 

 

（収益納付） 

第１１条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産（以下「補助 

 財産」という。）を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったこと 

 を知った日から１０日以内に、知事にその旨を報告しなければならない。 

２ 知事は、補助事業者が補助財産を処分した場合において、補助事業に収益が生じた 

 と認めるときは、当該補助事業者に対し、その収益の全部又は一部に相当する額を県 

 に納付するように指示することができる。この場合において、補助事業者は、当該指 

 示に従わなければならない。ただし、補助事業のうち、新商品・新技術開発事業の成 

 果に係る企業化等を行い収益が発生した場合は、納付する必要はない。 

 

（工業所有権等に関する届出） 

第１２条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、その完了した年度 

 の終了後５年以内に、特許権、実用新案権、意匠権等（以下「工業所有権」という。）

 を出願し若しくは取得した場合、又は譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、遅 

 滞なくその旨を様式第５号により知事に届け出なければならない。 

 

（成果の発表） 

第１３条 知事は、必要のあると認めるときは、補助事業者に補助事業の成果を発表さ 

 せることができる。 

  

（雑 則） 

第１４条 規則及びこの要綱に定めるもののほか､本補助金の交付について必要な事項 

 は、商工労働部長が別に定める。 

 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行し、平成１６年度の補助事業から適用す  

る。 

 

   附 則 

 鳥取県ふるさと産業新商品開発・販路開拓事業費補助金交付要綱（平成１４年５月 

９日付市開５号鳥取県商工労働部長通知。以下「旧要綱」という。）は、平成１６年 

３月３１日限り廃止する。 



 

 

 

   附 則 

 前項の規定にかかわらず、旧要綱に基づき交付決定をした補助金については、なお 

 従前の例による。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年度の補助事業から適用す  

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表１（第３条関係） 

３ 

補 助 対 象 経 費 

１ 

補助事業 

 

２ 

事業実施 

主体 区分 内  容 

謝 金

 

委員謝金、専門家謝金、講師

謝金 

旅 費

 

委員旅費、専門家旅費、講師

旅費、職員旅費 

庁 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原材料費、機械装置又は工具

器具購入費、製造・改良又は

据付けに要する経費、外注加

工費、コンサルタント雇用料

、会議費、会場借料、会場整

備費、デザイン料、印刷製本

費、資料購入費、通信運搬費

、調査研究費、広告宣伝費、

通訳料、翻訳料、消耗品費、

雑役務費、機械器具借料及び

損料、資料作成費、原稿料、

保険料 

新商品開発能力育成等事業 

１ 新商品・新技術の研究開 

 発に関する事業 

(1)商品化のための開発設計 

  事業 

(2)商品化のための設備の運 

  転研究事業 

２ 新商品・新技術の企業化 

 に関する事業 

(1)商品化のための試作･改良 

(2)商品化された新商品・新

  技術のデザイン等の改良 

   事業 

(3)商品化された新商品・新 

  技術の求評事業 

３ 新商品・新技術開発事業 

 として知事が適当と認めた 

 事業 

 

委託費

 

 

新商品開発能力育成等事業の

一部を委託する経費 

 

謝 金

 

 

委員謝金、専門家謝金、講師

謝金 

 

旅 費

 

 

委員旅費、専門家旅費、講師

旅費、職員旅費（海外販路開

拓事業の場合に限る） 

庁 費

 

 

 

 

 

 

 

 

会議費、会場借料、会場整備

費、印刷製本費、資料購入費

、資料作成費、通信運搬費、

教材費、調査研究費、広告宣

伝費、通訳料、翻訳料、消耗

品費、雑役務費、検査器具購

入費、保険料 

 

 

販路開拓事業 

 

新たな販路開拓の定着まで

の以下の事業を対象とし、

同一地域同一内容での取組

については、原則として初

めて本補助金の交付を受け

てから３回以内の事業に限

る。 

 

１ 展示会の開催又は見本市 

 への参加 

   国内外において行う販路 

 開拓のための展示会等への 

 参加 

２ 販路開拓指導等 

(1)販路開拓に関する調査及 

  び指導 

(2)新商品等の販路開拓のた 

  めの広報事業 

(3)品質表示(品質保証表示等 

  を行う事業を含む。)事業 

３ 販路開拓事業として知事 

  が適当と認めた事業 

県内ふるさと

産業 

（因州和紙、

 弓浜絣、 

 倉吉絣、 

 陶磁器、 

 竹工、 

 酒造、 

 菓子、 

 木製家具、

 建具、 

 クラフト）

の事業者及び

その事業者を

主とするグル

ープ、組合等

（上記事業者

とは製造又

は製造・販

売を行う事

業者。製造

はせず販売

のみ行う事

業者は除く

。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託費

 

 

 

 

 

 

 

 

販路開拓事業の一部を委託す

る経費 

 

 

 

 

 

 

 

１事業内での新商品開発能力育成等事業と販路開拓事業の同時実施も可能。 

 

 



 

 

別表２（第３条関係） 

 

 

補助事業  

 

事 業 実 施 主 体 

 

補助限度額 

 

県内ふるさと産業（因州和紙、弓浜絣、倉吉絣、陶磁

器、竹工、酒造、菓子、木製家具、建具、クラフト）

の事業者を主とする４社以上のグループ、組合等 

（上記事業者とは製造又は製造・販売を行う事業者。

製造はせず販売のみ行う事業者は除く。） 

 

１，０００千円

 

国内販路開

拓 事 業  

 

 

新商品開発

等能 力 育

成 事 業   

県内ふるさと産業（因州和紙、弓浜絣、倉吉絣、陶磁

器、竹工、酒造、菓子、木製家具、建具、クラフト）

の事業者を主とする３社以下のグループ又は個人 

（上記事業者とは製造又は製造・販売を行う事業者。

製造はせず販売のみ行う事業者は除く。） 

 

    ５００千円

 

県内ふるさと産業（因州和紙、弓浜絣、倉吉絣、

陶磁器、竹工、酒造、菓子、木製家具、建具、ク

ラフト）の事業者を主とする４社以上のグルー

プ、組合等 

（上記事業者とは製造又は製造・販売を行う事業

者。製造はせず販売のみ行う事業者は除く。） 

２，０００千円

 

 

     

海外販路開

拓 事 業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内ふるさと産業（因州和紙、弓浜絣、倉吉絣、

陶磁器、竹工、酒造、菓子、木製家具、建具、ク

ラフト）の事業者を主とする３社以下のグループ

又は個人 

（上記事業者とは製造又は製造・販売を行う事業

者。製造はせず販売のみ行う事業者は除く。） 

 

１，０００千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１号（第５条関係） 

                                      平成  年  月  日 

 

 

 鳥取県知事 平 井 伸 治 様 

 

 

                                （住所）  

                         （事業所名 氏名）        

 

 

  平成  年度鳥取県ふるさと産業元気な企業育成事業費補助金交付申請書 

 

 鳥取県ふるさと産業元気な企業育成事業補助金の交付を受けたいので、鳥取県補助金等

交付規則第５条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

 

補助事業等の名称 

 

  鳥取県ふるさと産業元気な企業育成事業補助金 

 

算定基準額（見込み） 

 

        円 

 

交付申請額 

 

        円 

 

添付資料 

 

 １ 事業計画書 

 ２ 収支予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１号（第４条、第８条関係） 

 

 年度鳥取県ふるさと産業元気な企業育成事業計画書 

 

１ 実施主体名称・代表者氏名 

 

 

 

２  事業区分（新商品開発能力育成等事業、販路開拓事業の別） 

 

 

 

３ 事業内容 

 

（１）実施テ－マ名 

 

 

 

 

（２）必要性、期待される効果及び目標 

 

 

 

 

（３）事業実施方法 

 

 

 

 

 

 

（４）実施日程（開始予定日／完了予定日） 

 

 

 

 

（５）実施予定場所 

 

 

 

 

（６）外部委託、委嘱の相手先概要、委託・委嘱内容 

   ＊外部委託・委嘱する場合のみ記載 

 

 

 

 

 



 

 

様式第２号（第４条、第８条関係） 

 

 

年度鳥取県ふるさと産業元気な企業育成事業収支予算（決算）書 

 

１ 収入の部 

                                                      （単位：円）

区  分 

 

本年度予算額 

 

前年度予算額

(本年度決算額）

差引増減 

 

備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 支出の部 

                                                      （単位：円）

区  分 

 

本年度予算額 

 

前年度予算額

(本年度決算額）

差引増減 

 

備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)備考欄には、区分ごとに積算を明記すること。ただし別葉としても構わない。 

 

 



 

 

様式第４号（第１０条関係） 

平成 年 月 日 

 

 

 

    鳥 取 県 知 事    様 

 

 

 

                                          所 在 地 

                                          名   称 

                                          代 表 者                       印 

 

 

 

 

    平成  年度鳥取県ふるさと産業元気な企業育成事業成果企業化等状況報告書 

 

 

 平成 年 月 日付 第    号で交付決定を受けた事業に係る平成 年度の企業化等の

状況について、鳥取県ふるさと産業元気な企業育成事業費補助金交付要綱（平成１６年３

月２２日付市開２５３号鳥取県商工労働部長通知）第１０条の規定に基づき、別紙のとお

り報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別 紙） 

企業化状況の実態把握調査票 

 

平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 

 

１ 該当する項目に○印を付けてください。 

 

 （１）当該補助事業の成果に基づく試作品又は製品の販売又は譲渡  

 

                        あり          なし 

 

  （２）当該補助事業の成果に基づく取得した特許権、実用新案権若しくは意匠権の譲渡

    又は実施権の設定 

                        あり                    なし 

 

  （３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、当該補助事業の成果の他への供与 

 

                        あり          なし 

 

２ １の（１）～（２）について「あり」の場合は、次表に記載してください。 

 

  

試作品又は製品の名称 

 （工業所有権の譲渡又は実施権 

  の設定及び成果の他への供与 

  を含む。） 

 

   販売数量等 

 

 

 

 

   販売又は譲渡の金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 追加研究及び今後の企業化の見通し等について記載してください。 

 

 

内 容 

 

 

 

 

 

成 果 

 

 

 

 

 

 

 

 追加研究の 

 

  実施状況 

 

 

 

 

補助事業 

との関連 

 

 

 

 

 

企業化の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第５号（第１２条関係） 

 

平成 年 月 日 

 

 

 

    鳥 取 県 知 事    様 

 

 

 

                                          所 在 地 

                                          名   称 

                                          代 表 者                       印 

 

 

 

 

    平成  年度鳥取県ふるさと産業元気な企業育成事業工業所有権等取得等届出書 

 

 

 平成 年 月 日付 第    号で交付決定を受けた事業について、下記のとおり工業所

有権等の取得（出願、譲渡、実施権の設定）をしたので、鳥取県ふるさと産業元気な企業

育成事業費補助金交付要綱（平成１６年３月２２日付市開２５３号鳥取県商工労働部長通

知）第１２条の規定に基づき、別紙のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 種 類（番号及び工業所有権等の種類） 

 

２ 内 容 

 

３ 相手先及び条件（譲渡、実施権の設定の場合） 


